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三鷹市農業委員会委員の候補者推薦及び公募要項  
 

三鷹市農業委員会については、現在の委員の任期が令和８年７月 19日までとなっ

ています。つきましては、令和８年７月 20日から任期が始まる新たな農業委員会委

員について、「農業委員会等に関する法律」及び「三鷹市農業委員会委員の任命に関

する規則」に基づき、次のとおり推薦及び公募の受付を行います。  

 

１ 推薦及び公募を求める人数  

三鷹市農業委員会委員候補者  20名  

 

２ 任   期  

令和８年７月20日から令和11年7月19日まで（３年間）  

 

３ 主な職務  

(１) 農地法、生産緑地法、租税特別措置法等関係法令に基づく農業委員会の権限

に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項の処理  

(２) 農地の無断転用及び耕作放棄地等の発生防止・解消並びに農地の利用の最適

化の推進を図るための調査・指導等の事務  

(３ ) 農業経営の合理化等に関する事項及び農業一般に関する調査及び情報の提

供に関する事務  

(４) 毎月開催する定例総会及び農地法に基づく農地利用状況調査に関する事務  

(５) 研修会等への参加並びに日常的な農地の点検・管理指導に関する事務  

 

４ 候補者の資格等  

令和８年７月20日において、次のいずれにも該当する方  

(１) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない方  

(２) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者でない方  

(３) 年齢が満20歳以上の方  

 

５ 身分及び報酬額  

地方自治法第203条の2に規定する非常勤特別職  

会長報酬  月額６６，０００円  

委員報酬  月額５１，０００円  

 

６ 推薦及び公募の種類  

(１) 別に定める地区ごとの農業者等の個人からの推薦（個人推薦）（別表を参照）  

(２) 農業者等が組織する法人又は団体からの推薦（団体推薦）  

(３) 一般公募  
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７ 推薦者の資格  

(１) 個人推薦の場合  

令和８年１月19日において、次のいずれにも該当する方  

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない方  

イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者でない方  

ウ 年齢が満20歳以上の方  

(２) 団体推薦の場合  

次のいずれかの団体であること  

ア 農業者が組織する法人又は団体  

イ 農業に関する学術研究若しくは農業振興を目的としている法人又は団体  

ウ 三鷹市内で活動している法人又は団体  

 

８ 推薦及び公募の受付期間  

令和８年１月19日（月）から令和８年２月16日（月）まで  

（土曜日・日曜日・祝日を除く。）  

 

９ 推薦又は応募の方法  

(１) 提出方法  提出書類（次項参照）を提出先にご持参ください。  

※郵送、ＦＡＸ、メールでの受付は行っていません。  

(２) 提出先  三鷹市役所第二庁舎 2階 生活環境部都市農業課  

(３) 受付時間  午前9時から午後5時まで 

(４) その他 ・提出された推薦書及び応募申込書は返却しません。  

・法律等の規定により推薦書及び応募申込書に記載された事項は、

住所を除き、公表の対象となります。  

 

10 提出書類  

(１) 個人推薦の場合  

三鷹市農業委員会委員候補者推薦書（個人推薦）（様式第１号）  

(２) 団体推薦の場合  

三鷹市農業委員会委員候補者推薦書（法人・団体推薦）（様式第２号）  

(３) 一般公募の場合  

三鷹市農業委員会委員候補者応募申込書（様式第３号）  

※ 農業委員会委員候補者の職業が農業でない場合は、次項により小論文を提

出してください。  

 

11 小論文の作成方法  

(１) テーマ 「都市農業と豊かな市民生活について」  

(２) 文字数 １，２００字程度  

(３) 用  紙  原稿用紙３枚又はＡ４判用紙（４０字×３０行）１枚に作成してく

ださい。縦書き・横書きは問いません。  
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(４) テーマ及び氏名の書き方  

ア 原稿用紙で作成する場合は、１行目にテーマ、２行目に氏名を記載してく

ださい。  

イ Ａ４判用紙（４０字×３０行）で作成する場合は、１行目にテーマ及び氏

名の両方を記載してください。  

 

12 候補者の選考  

候補者評価委員会を設けて候補者を選考します。なお、必要に応じて面接を実

施する場合があります。  

 

13 選考結果の通知  

選考結果は、評価委員会の決定後、候補者本人あてに郵送で通知します。  

 

14 個人情報の取扱い  

推薦又は応募の手続きにより取得した個人情報については、保護・管理に十分

留意するとともに、本選考以外の目的に使用することはありません。  

 

15 提出書類の入手方法  

(１) この要項とともに提出先窓口で配布しています。  

(２) 市ホームページから PDF版がダウンロードできます。  

ホームページ https://www.city.mitaka.lg.jp/ 

(３) マイクロソフト・ワードの電子ファイルをご希望の方は、下記の問合せ先に

電話連絡の上、「提出書類希望、氏名、連絡先電話番号」を明記したメールを送

信してください。  

返信メールに添付して提出書類をお送りいたします。  

メール送信先：nogyo@city.mitaka.lg.jp  

 

16 その他  

詳細や不明な点は、生活環境部都市農業課までお問い合わせください。   

 

 

 

 

 

 

 

＜問合せ先＞  

 

 

 

 

生活環境部 都市農業課  

電話0422-29-9616 
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＜別表＞  

「三鷹市農業委員会委員候補者の農業者等からの推薦に係る地区等を定める

要領」による地区の範囲  

地区番号  地 区 の 範 囲 

１ 三鷹市井の頭全域、牟礼一丁目、二丁目及び三丁目の一部  

２ 三鷹市牟礼三丁目の一部、四丁目～七丁目の一部  

３ 三鷹市北野一丁目の一部、三丁目の一部及び四丁目  

４ 三鷹市北野一丁目の一部、二丁目及び三丁目の一部  

５ 
三鷹市新川一丁目の一部、二丁目の一部、三丁目の一部、  

四丁目、五丁目の一部及び中原三丁目の一部  

６ 
三鷹市新川二丁目の一部、三丁目の一部、  

六丁目及び牟礼七丁目の一部  

７ 
三鷹市中原一丁目、二丁目、三丁目の一部、四丁目、  

新川一丁目の一部及び五丁目の一部  

８ 三鷹市大沢一丁目、四丁目及び五丁目  

９ 三鷹市大沢二丁目、三丁目、六丁目及び野崎三丁目の一部  

10 三鷹市野崎一丁目、二丁目、三丁目の一部及び四丁目  

11 三鷹市井口一丁目、二丁目、三丁目の一部、四丁目及び五丁目  

12 三鷹市深大寺全域及び井口三丁目の一部  

13 三鷹市上連雀一丁目～五丁目  

14 三鷹市上連雀六丁目～九丁目  

15 三鷹市下連雀全域  

備考：各地区の範囲の詳細は、３ページの問合せ先にご連絡ください。  


